
新規

　証明願の提出等が、申請者本人でない場合は委任状が必要です。

（申請者） （委員会）

１． ○ 別紙

２． ○ 法務局

　

３． ○ 法務局

４． ○ 住宅地図等で表示

５． ○ (注１)

６． △

　

７． △ 買取事由を確認するための書類 (注２)

８． △ (注３)

９． △ 一時利用指定通知書（写） (注４)

１０． △ 遺産分割協議書又は相続人代表者指定届（同意書） (注５)

１１． △

(注１)

(注２)

（２）高齢者（８０歳以上）による場合→申立書（実印の押印と印鑑証明書を添付）

（３）病院入院（１年以上）、身体的故障による場合→医師の診断書

（４）老人ホームなどの施設入所による場合→入所施設が発行する入所証明書

（注３）

（注４）

（注５）相続登記未了の場合に提出し、相続関係図、除籍・戸籍謄本、印鑑証明書などの添付が必要。

受付場所 番号 受付年月日

農業委員会事務局 支所

（担当） （課長） （担当）

添付書類チェック欄

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

土地の登記事項証明書（発行から３ヶ月以内の全部事項証明書）

土地の公図

土地の位置図

申出者（所有者）と主たる従事者の住民票

主たる従事者が南丹市以外に居住の場合は、農業の主たる従事者証明に係る営農証明

換地予定図面

委任状

［留意事項］

申出者と主たる従事者の続柄のわかるもの。

（１）主たる従事者が死亡の場合→住民票の除票（土地登記事項証明書で従事者の死亡と時期が確認

　　できる場合は不要）

区画整理事業実施中のみ提出

区画整理事業実施中のみ提出

［連絡先］

氏名 電話番号 備考

［申請記録］

日付 訂正、加筆等の内容

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願、添付書類

提出部数　　各１部
令和　　　　年　　　　月　　　　日

証明願受付期間　随時

　　　　　-　　　　　-　　　　　　
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